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（内容説明） 

これまでの上からの「日本型」地方分権改革に対し、真の住民の自治体を構築するた

めに必要な理論と現状を分析。充実した地方自治の確立を目指し、現場で奮闘する

自治体の事例を考察する。また自治体財政の改革や自治体経営の具体的なあり方

にも焦点をあて、わが国の公会計改革論議とその地方自治における意義について問

題を提起する。 

  

現代自治体改革論 

    まず、上からの「日本型」地方分権改革による制度改革を踏まえながら、単なる受

け身ではなく、そこで抜け落ちていた「住民自治」の視点を基礎に据えて、充実した地

方自治の確立と新世紀にふさわしい自治体像を模索し、いろいろな自治体の自己改

革への挑戦や実践事例を考察している。 

第１部では、 

１、          新世紀に入ってから先進的な挑戦が始まった「自治体基本条例」制定や「議会基

本条例」策定・地方議会改革などの地方自治改革への動向を取り上げ、理論的にそ

の意義や法的課題を整理したうえで、住民自治充実・発展への課題を総合的に明ら

かにしている。 

 現代的な意味での地方自治の充実にとって、地域社会のあらゆる地域的さらには

機能的な「共同社会」の自治と経営管理の営み、さらにはその水平的・重層的な相互

交流・連携による地域再生への新たな試みが注目を浴びている。またそれらを背景

にして、「新たな公共空間」論が理論的にも政策論的にも取り上げられている。 

２、          「新たな公共空間」理論の批判的検討を行うとともに、特に機能的な「共同社会」と

しての NPOが地域再生に果たす今日的な意義役割を明らかにしつつ、現代社会で

NPO活動を発展、さらに発展させる行政の最適な支援策や役割を論じている。 

３、          わが国の７０年代からのコミュニティ政策を逆手にとって地域的「共同社会」構築

を図ってきた事例（宝塚市）と、平成の大合併を機に導入された「地域自治組織」の独

自の導入を通して住民自治・地方自治システムを構築しようとした事例（上越市）を紹

介しながら、それらに果たした自治体職員の役割にも着目して、これからの住民と行



政の「協働」や自治体職員のあり方を考察。さらに地方分権改革にとってエアポケット

となってきたのが、大都市自治体の住民自治・都市自治改革であったが、「地域自治

組織」制度ができ、同じく政令市でも区ごとの「区地域協議会」設置や区の地域を分

けて地域自治区を設けることができるとされた。 

４、          かねてから行政区の「自治体」化（区内の分権）の是非が問われてきた大都市制

度・政令市を取り上げ、そうした自己改革の動向がみられるのか、とくに伝統ある大

阪市の歴史的検証などもしながら現状を明らかに、今後の大都市自治の確立に向け

ての課題を提起。 

 結局のところ我が国の地方分権改革が、特殊「日本型」とも呼ばれるのは、ますま

す国・地方を通じて財政窮迫が厳しさを増しているという制約下で、自治体政策の物

質的基礎である行財政運営に、絶えず国庫主義的な観点が貫かれ、それが地方自

治改革の基本的な阻害要因なってきた。 

  

第２部 

その意味でこうした制約下で自治体財政の「自律」とは何かを改めて再定義し、今

日的な意味での「財政の分権」の課題や国・地方を通しての行財政改革、さらには自

治体経営の具体的なあり方を提起しようとした。 

５、          そのためまず現代地方財政の機能と現実は、伝統的な地方財政理論のまさに再

検討が必要なことを論証し、新たな地方財政論構築の必要性を指摘する。そのうえで

今まさに進行中である「地方主権改革」のもとでの地方財政の変化、さらにはその改

革の柱の一つである「一括交付金」に焦点を当て、自治体の「自律」の視点から評価

と地方財政改革の方向性を示している。 

６、          人口・都市縮小化と財政窮迫という制約要因のもと、どのような総合的な自治体

政策作りと行財政運営＝自治体経営が必要かについて具体的・実践的な規範モデ

ルを提起し、「自律」を目指す自らの内発的な地域振興・税財源涵養へのギリギリの

自己努力のもとで初めて自治体側から国に説得力をもって、中央・地方行財政関係

の問題性を指摘し税財政改革を迫る力になる。 

７、          そもそも財政規律とは何かを問うとともに必ずしも自治体の責任に帰せられない

地方財政の悪化を口実に国が画一的に定めた財政健全化法制についてその内容と

限界を検討し、その上で自治体のレベルでの自律的な財政規律の重要性を指摘し、

適正な財政情報公開と公会計改革の意義を考察している。 

  

第３部 

７での提起ともつないでわが国の公会計改革論議に焦点をあて、その地方自治にお

ける意義について本格的に問題提起をしたもので、この点が従来の地方行財政論あ

るいは自治体改革論の類書にみられない大きな特色となっている。 



８、          我が国の会計・監査制度の歴史的背景と現状を踏まえた上で、国際的な公会計

改革の動向を背景に、本格的にわが国で新しい公会計実践・モデルが提案されてか

ら１０年余の公会計改革のモデルの展開と内容（総務省モデルや東京都などの自治

体モデル等々）を検討し、さらに今日の「地方財政検討会議」の議論内容と意味を検

証する。 

９、          公会計の個別各論的な一つの応用問題として、公営企業における公共料金設定

の仕組みである「総括原価」（適正原価＋適正利潤）主義を事例として取り上げ、それ

の会計的な視点から見た問題点を指摘したうえで、行政サービスの個別需要ごとに

対応した個別原価計算の会計手法を提案して、個別原価（と利益）管理の意義を考

察している。 

１０、     予算、公会計および評価と統合した自治体予算制度改革の必要性を提起する。

まず国際的な予算制度改革の動向をサーベイしたうえで、わが国のこれまでの予算

システムの変化を踏まえつつ、新しい事業別予算、分権型予算配分方式の導入、予

算編成へフルコスト情報の活用などの諸提案を検証したうえで、今日における予算制

度改革の意味を明らかにしている。 

  

以上のような自治体改革への新たな歩みや動向を踏まえながら、 

今日のわが国のますます深まる政治的混迷の渦中での「地域主権改革」と、その一

方で「日本型」地方分権改革の盲点を突いた「地方の乱」が相乗して、危機の段階を

迎えたと思える戦後地方自治制の様相を素描しつつ「３・１１東日本大震災」という困

難とも思える事態を前にして、これが「この国のかたち」を変えるであろうし、変えなけ

ればならないという思いから、改めて足もとから持続可能な地域をつくるという、日本

社会の新しい挑戦への課題と意義、さらにはその可能性と展望を提起しようとしてい

る。 
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